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第１章 本計画の目的 

 周南市消防庁舎等施設分類別計画（以下、「本計画」という。）は、本市の消防庁舎及び

消防施設について、今後の施設の方向性を示すものです。 

第２章 施設の設置目的と経緯 

本市の消防庁舎及び消防施設は、消防組織法に基づき、市民の生命や財産を災害等か

ら守り、誰もが安心して暮らせるまちを築くことを目的として昭和 50年（1975年）から

令和３年（2021年）にかけて設置された施設です。 

第３章 対象施設の一覧 

  本計画の対象となる施設及び位置は図表１のとおりです。 

  本計画の対象となる施設の施設分類は「消防関連施設」であり、消防総務課が所管し

ます。 

  なお、無線中継局の赤松ヶ平・大ヶ原・千石岳及び自家発電施設である発電機棟（大ヶ

原）については、工作物に付属する施設と捉え、使用に耐えられなくなった段階で建替

えを検討するものとし、本計画からは除外します。 

  熊毛地域の消防庁舎等については、光地区消防組合の施設であることから、本計画の

対象外とします。 

 

 図表１ 対象施設一覧 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 施設名 所在地 地域 利用圏域

1 消防本部・中央消防署 周南市新宿通５丁目１番３号 今宿 準広域

2 東消防署 周南市周陽２丁目８番20号 周陽 準広域

3 西消防署 周南市富田１丁目１番２号 富田西 準広域

4 北消防署 周南市大字鹿野上2822番地の４ 鹿野 準広域

5 西消防署西部出張所 周南市大字戸田2748番地の２ 戸田 地域

6 北消防署北部出張所 周南市大字須々万奥724番11 須々万 地域

7 化学消火剤備蓄倉庫 周南市築港町３番13号 徳山小校区 地域
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図表 2 施設位置図 
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第４章 施設の現状と課題 

 １ サービスの現状と課題 

 近年の火災出動件数は、電化住宅や防火性能を有する建材を使用した建築物の増加、 

住宅用火災警報器の普及などにより、全国的には減少傾向にあります。一方、救急出

場件数においては、依然として高止まりの状況で推移しており、輻輳する救急要請に

対応するため、各署所の管轄区域を越えて相互に応援する体制としております。また、

東日本大震災以降は、全国的に頻発する地震や集中豪雨等の大規模自然災害に、緊急

消防援助隊として出動するなど、相互応援の観点から、県内外を問わず広域にわたる

災害対応も求められています。 

加えて、消防庁舎の運用に必要な電気、ガス使用等の管理費用は、年々増加傾向に

あります。 

 

   図表 3 各署所における過去３年間（１月～12月）の火災出動件数 

 
   図表 4 各署所における過去３年間（１月～12月）の救急出場件数 
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  図表 5 消防庁舎管理事業費（事業費）過去５年間 

 

 

 ２ 建物の現状と課題 
   市内には、４つの消防署と２つの出張所を配置しています。 

 このうち平成 21（2009）年度に北消防署北部出張所を、平成 24（2012）年度に西消

防署西部出張所を、令和２（2020）年度に西消防署を、それぞれ更新しました。また、

東消防署及び北消防署は、平成 22（2010）年度に実施した第二次耐震診断の結果を踏

まえ、平成 25（2013）年度から平成 26（2014）年度にかけて耐震工事を実施していま

す。 

 消防本部・中央消防署、東消防署及び北消防署については、建物の老朽化が進むと

ともに、複雑多様化する災害等に対応するための訓練施設及び訓練スペースや、消防

車両の車庫スペースが確保できない状態にあります。 

 また、東・北消防署の２施設においては、今後、活躍を期待される女性消防職員の

ための専用施設の整備も十分ではありません。 

 なお、消防本部３階にて運用中の指令システムについては、今後の指令業務に必要

な装置等の設置スペースが不足しているため、指令システムの更新に併せ、新たに東

消防署北側訓練場跡地に(仮称)指令庁舎の建築を予定しているところです。 

 化学消火剤備蓄倉庫は、コンビナート火災に対応した消火剤を保管している施設で

す。建築から 40年以上が経過し、港に隣接していることから、老朽化に併せて建物の

腐食も進んでいますが、当面の利用には支障ありません。 
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図表 6 建物の現状一覧 

 
  ＊自主点検は毎年実施 

  ＊構造： SRC（鉄骨鉄筋コンクリート造）、RC（鉄筋コンクリート造）、S（鉄骨造）、W（木造） 

     ＊法定耐用年数：減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）において、構造や用途

によって記載のもの 

     ＊土砂・警…警戒区域、土砂・特…特別警戒区域、洪水・河…河岸浸食、洪水・氾…氾濫流 

 

第５章 今後の施設の方向性 

 

 １ 一次評価 

   一次評価では、今後の施設の方向性を決定するにあたり、本市作成の「機能の評

価・検証シート」を用いて個々の施設の方向性について検討を行います。その後、施

設の築年数に応じて、次のとおり、今後 10年以内に優先的に取り組むべき施設を検

討します。 

 

⑴ 建築後 60年以上の施設の優先度はＡ（非常に高い） 

⑵ 建築後 30年以上 60年未満の施設の優先度はＢ（高い） 

⑶ 建築後 10年以上 30年未満の施設の優先度はＣ（比較的高くない） 

⑷ 建築後 10年未満の施設の優先度はＤ（高くない） 

 

  この一次評価は、施設でのサービスの提供状況や施設の利用状況、建物の状況など

から結果を導き出すものであり、最終的な判断・決定にあたっての材料とします。 

 一次評価を実施したところ、いずれの施設も、施設の方向性は「継続利用（現状維

持）」となりました。 

 優先度については、消防本部・中央消防署、東消防署、北消防署及び化学消火剤備蓄

倉庫が「高い」という評価となり、西消防署西部出張所、北消防署北部出張所について

は「比較的高くない」、また、令和２（2020）年度に整備した西消防署については「高

くない」という評価となっています。 

 なお、一次評価の検討内容等の詳細は、巻末に【参考資料２】として添付します。 

 

２ 総合評価 

 ⑴ 基本的な考え方 

↓点数が高いほど劣化が進行

主たる建物

総合劣化度

1 消防本部・中央消防署 3,322.12 3,281.60 1982 RC /50年 未経過 新耐震 55.90 一部対応 警 0.5～1m

2 東消防署 1,222.33 1,100.06 1975 RC /50年 未経過 有 62.60 未対応 なし

3 西消防署 1,996.61 1,574.52 2020 S /38年 未経過 新耐震 15.10 全部対応 なし

4 北消防署 553.54 501.52 1979 RC /50年 未経過 有 50.40 未対応 なし

5 西消防署西部出張所 497.95 497.95 2012 S /38年 未経過 新耐震 20.20 一部対応 0.5～3m

6 北消防署北部出張所 668.30 661.70 2010 S /38年 未経過 新耐震 27.60 一部対応 なし

7 化学消火剤備蓄倉庫 179.49 72.00 1980 RC /50年 未経過 無・不明 47.70 未対応 2～5ｍ 0.3～1ｍ

バリアフリー
の状況

ハザードマップの状況

該当 土砂 洪水 高潮 津波

No. 施設名 主構造
/法定耐用
年数

法定耐用
年数

耐震性
床面積
（㎡）

総床面積
（㎡）

R4自主点検結果

建築年度

対応



 

6 

   消防庁舎等は、市民の安心・安全を確保するうえで必要不可欠な施設です。 

   市内には、４つの消防署と２つの出張所を配置しています。人口分布や災害出動

件数及び各署所の管轄区域（距離、地域の特性）などを考慮した配置となっており、

いずれの署所についても「継続利用」としています。 

    しかし、消防本部・中央消防署、東消防署及び北消防署については、建物や設備

の老朽化が進むとともに、車両等の多様化による施設の狭小化、訓練施設不足が生

じるとともに、東消防署、北消防署の２施設については、女性職員専用施設の不足

が課題となっています。 

    これら３施設については、継続的に施設を利用しつつ、将来的には更新を検討し

ていきます。 

 化学消火剤備蓄倉庫は、当面の間、現在地において適正な維持管理をしていきま

す。 

 ⑵ 具体的な方針 

   今後の具体的な方針は次のとおりです。 

 西消防署西部出張所については、周南市エコ・オフィス実践プランに基づき令和

８（2026）年度までに太陽光発電設備の設置を目指します。 

 なお、以下の内容は、本計画の対象施設の現況を踏まえた現時点の想定であり、

今後の社会経済情勢の変化や財政事情等により、見直しを行うことがあります。 

 

 図表 7 具体的な方針と実施時期（予定） 

 

 

 

第６章 計画期間 

本計画の計画期間は、令和９（2027）年度までとします。 

なお、施設を取り巻く環境の変化や政策的な事情などにより、必要に応じて本計画を

見直すこととします。 

築年
数

法定耐
用年数

耐震性
総合
劣化度

バリアフ
リーの状況

ハザー
ドマップ
の状況

取組の
優先度

結果 R5 R6 R7 R8 R9

1
消防本部・
中央消防署

40 RC /50年 未経過 新耐震 55.9 一部対応 土・高 高い
継続利用
（現状維持）

継続利用

2 東消防署 48 RC /50年 未経過 有 62.6 未対応 なし 高い
継続利用
（現状維持）

継続利用

3 西消防署 2 S /38年 未経過 新耐震 15.1 全部対応 なし 高くない
継続利用
（現状維持）

継続利用

4 北消防署 44 RC /50年 未経過 有 50.4 未対応 なし 高い
継続利用
（現状維持）

継続利用

5
西消防署
西部出張所

10 S /38年 未経過 新耐震 20.2 一部対応 洪
比較的高く
ない

継続利用
（現状維持）

継続利用

6
北消防署
北部出張所

13 S /38年 未経過 新耐震 27.6 一部対応 なし
比較的高く
ない

継続利用
（現状維持）

継続利用

7
化学消火剤
備蓄倉庫

43 RC /34年 未経過
無・不
明

47.7 未対応 高・津 高い
継続利用
（現状維持）

継続利用

太陽光発電整備

（仮称）指令庁舎の移転

対策の内容（大規模修繕・改修、更新、解体等）

No. 施設名 総合評価

一次評価

構造/法定
耐用年数

主たる建物

大規模改修の検討
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【参考資料 1（第４章関係）】建物の現状一覧（詳細） 

 第４章に記載した建物の現状について、自主点検及びバリアフリーの状況の詳細を含めた内容は次のとおりです。 

 

図表 8建物の現状一覧（詳細） 

 
 

＊自主点検結果 

  ・自主点検による劣化度を建物の部位ごとにＡ～Ｃで判定する。 

   Ａ：劣化がなく建物の利用に支障なし 

Ｂ：劣化はあるが建物の利用に支障なし 

Ｃ：劣化があり建物の利用に支障が生じている又は生じるおそれがある 

・総合劣化度：建物の築年数、構造、自主点検による劣化度を考慮した、その時点における建物の状況を示す。点数が高い施設ほど、劣化が進んでいる。 

 

 

 

↓点数が高いほど劣化が進行

主たる建物

1.構造
部材

7.敷地 総合劣化度

基
礎

屋
根

ド
レ
ン
・
と
い

外
壁
・
ひ
さ
し

扉 窓
防
火
戸

床
仕
上

階
段

内
壁

天
井

擁
壁

門
扉

塀

（
C
B

、
フ

ェ
ン
ス
等

）

排
水
設
備

（
側
溝

）

分
電
盤

照
明
器
具

ス
イ

ッ
チ
・
コ
ン
セ
ン
ト

自
動
火
災
報
知
装
置

外
灯

非
常
用
照
明

避
難
口
誘
導
灯

エ
ア
コ
ン

排
煙
設
備

換
気
設
備

屋
内
消
火
栓

給
排
水
配
管

ボ
イ
ラ
ー

・
給
湯
器

タ
ン
ク
類

衛
生
器
具

1 消防本部・中央消防署 3,322.12 3,281.60 1982 RC /50年 未経過 新耐震 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ － － Ａ Ａ Ｃ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ － Ｃ 55.90 一部対応 ○ × × ○ 警 0.5～1m

2 東消防署 1,222.33 1,100.06 1975 RC /50年 未経過 有 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 未 Ｂ Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ － Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ 未 Ａ Ｂ － Ｃ － Ｃ Ａ － Ｃ 62.60 未対応 × × × × なし

3 西消防署 1,996.61 1,574.52 2020 S /38年 未経過 新耐震 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － Ａ Ａ Ａ Ｂ 15.10 全部対応 ○ ○ ○ ○ なし

4 北消防署 553.54 501.52 1979 RC /50年 未経過 有 Ａ Ａ Ａ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ － － － Ａ Ａ Ａ Ｂ － － Ａ － Ｂ － Ａ － Ａ Ａ Ａ Ａ 50.40 未対応 × × × × なし

5 西消防署西部出張所 497.95 497.95 2012 S /38年 未経過 新耐震 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － － Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － Ａ Ａ － Ａ 20.20 一部対応 ○ ○ × ○ 0.5～3m

6 北消防署北部出張所 668.30 661.70 2010 S /38年 未経過 新耐震 Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ － Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ － Ａ Ａ － Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － Ａ 27.60 一部対応 ○ ○ × × なし

7 化学消火剤備蓄倉庫 179.49 72.00 1980 RC /50年 未経過 無・不明 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ － Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － Ａ Ａ Ａ － － － － － － － － － － － － 47.70 未対応 × × × × 2～5ｍ 0.3～1ｍ

バリアフリーの状況 ハザードマップの状況

施設内の
段差解消

多目的
トイレ

該当 土砂 洪水 高潮 津波

No. 施設名

2.機械設備

主構造
/法定耐用
年数

法定耐用
年数

耐震性
床面積
（㎡）

3.扉、窓 4.床、階段 5.壁、天井 6.附帯設備 1.電気設備

総床面積
（㎡）

R4自主点検結果

建築年度

2.外壁、防水

【建築編】 【設備編】

対応
エレベー
ター・手すり

入口の
段差解消
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【参考資料２（第５章関係）】一次評価 

一次評価では、今後の施設の方向性を決定するにあたり、本市作成の「機能の評価・検証シー

ト」を用いて個々の施設の方向性について検討を行います。 

 (1)個々の施設の方向性の検討 

まず、施設において提供しているサービスについて、サービス主体の適正化、サービス水準の適

正化、サービス配置の適正化、事業手法の適正化という４つの視点から、今後の可能性を検討し、

存続・廃止といった方向性を検討します。 

次に、サービスの視点からの建物の方向性を検討し、統廃合・複合化・多目的化・継続利用・共

同利用・廃止等実現可能性がある建物の方向性を導きます。 

ここでの検討等の内容は、次のとおりです。 

 

 

 

 

これらの検討により、導き出される個々の施設の方向性と具体的な内容は、次のとおりです。 

 

方向性 内容 

統廃合 同じ施設分類で同様のサービスを提供する施設同士で統廃合を実施します。 

複合化（集約化） 施設分類が異なるが施設同士を複合化により集約化します。 

複合化（共用化） 施設分類が異なるが同様のサービスを提供する施設のうち、共用が可能な建物やスペースを

複合化により共用します。 

多目的化 施設が比較的新しくスペースに余裕がある場合に、古い施設の機能を取り入れて多目的化し

ます。 

継続利用（現状維持） 現状維持のまま継続的に利用します。（サービスの向上やコストの見直しについて検討しま

す。） 

継続利用（規模縮小） 継続的に利用しますが、利用状況等により規模を縮小します。（サービスの向上やコストの見

直しについて検討します。） 

共同利用 市の公共施設を他自治体等と共用し、他自治体等とコスト分担します。 

廃止 施設を廃止します。 

転用 施設自体は利用可能であるため、他用途に転用します。 

民間譲渡 施設自体は利用可能であるため、民間へ譲渡（売却）します。 

地域移譲 施設自体は利用可能であり、利用が地域に限定している場合、地域へ移譲します。 

視点 適正化の意味・視点
導き出される

サービスの方向性
導き出される
建物の方向性

◇ 民営化の可能性がある ◇ サービス廃止 ◇ 同種、類似の民間施設の存在

◇ 市が自ら運営主体として関与する
必要性が低い

存在する ⇒ ◇ 廃止

◇ 法律等による設置義務付けなし

◇ 同種、類似の他自治体施設等が存在する ◇ サービス存続 ◇ 共同利用

◇ 補助金などの代替施策で対応可能 ◇ サービス廃止 ◇ 廃止

◇ 設置目的の意義が低下している ◇ 建物の老朽度

建築から30年以上経過 ⇒ ◇ 廃止

◇ 利用実態が設置目的に即していない 建築から30年未満の施設

◇ 利用圏域      　    　　 地域以外 ⇒ ◇ 転用

◇ サービス内容が設置目的に即していない 利用圏域      　    　　 地域地域 ⇒ ◇ 地域移譲

◇ 過去3年間の利用者数が減少 ◇ 統廃合による施設数の削減

◇ 今後の利用者数が減少見込み

◇ 同種、類似の市施設が存在

◇ 複合化（集約化）の検討 ◇ サービス存続 ◇ 建物の老朽度

建築から30年以上経過 ⇒ ◇ 複合化（集約化）

◇ 個別施設のサービス内容を評価 ◇ サービス存続 ◇ 建物の老朽度

・サービス内容の重複 建築から30年以上経過 ⇒ ◇ 複合化（共用化）

・貸館の稼働率

◇ 過去3年間の利用者数が減少 ◇ サービス存続 ⇒ ◇ 多目的化

◇ 今後の利用者数が減少見込み

◇ 民間事業者のノウハウの活用が期待で
き、過去3年間のコストが増加、あるい
は利用者1人当たりのコストが高い

◇ サービス存続 ◇ 民間活力の拡大
（指定管理、PFI/PPP）

◇ 受益者負担の割合が妥当ではない ※受益者負担の割合
の妥当性が低い場合

◇ 受益者負担の見直し

施設規模が600㎡以上で建築から
30年を経過していない

第1ステップ 第2ステップ

◇ 統廃合

◇ 継続利用（規模縮小）

存在しない ⇒

※左の項目のうち1項
目でも該当する場合

サービスの方向性の検討 建物の方向性の検討

サ
ー

ビ
ス
主
体
の
適
正
化

「市がサービスの提供を
続けなければならない
か？」といった視点から
民間サービスによる代替
性を検討

⇒サービスを維持しなが
ら施設を廃止するなどす
ることで、トータルコス
トの削減が可能となる

※左の項目の全てに
該当する場合

⇒

⇒

◇

事
業
手
法
の
適
正
化

「サービスの提供や建物
の整備そのものも民間に
任せることができない
か？」といった視点から
民間活用によるコスト削
減やサービス向上の可能
性を検討

⇒民間のノウハウ等を活
用することにより、コス
ト削減が可能となる

サ
ー

ビ
ス
水
準
の
適
正
化

「施設の量（数、面積）
は現状のままでよいの
か？」といった視点か
ら、市民ニーズ等の変化
に合った施設数や規模
（延床面積）の見直しの
可能性を検討

⇒施設数や規模を削減す
ることでトータルコスト
の削減が可能となる

◇ サービス廃止
※左の項目のうち1項
目でも該当する場合

◇ サービス存続
※左の項目の全てに
該当する場合

「サービスを提供する建
物や場所を見直せば、コ
スト削減やサービスの向
上につながらないか？」
といった視点から、サー
ビス提供に資する建物の
総量の削減の可能性を検
討

⇒施設の集約化等によ
り、更新経費やランニン
グコストの削減が可能と
なる

サ
ー

ビ
ス
配
置
の
適
正
化

統廃合が可能な施設が周辺にない ⇒

◇ 民間譲渡

同種、類似の他自治体施設等が存
在する

◇

補助金などの代替施策で対応可能◇

統廃合が可能な施設が周辺にある ⇒
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図表 9 一次評価結果 

 
 

 

 

 
 

 

代替性
民間参入

①

代替性
民間参入

③

公共性
必需性
③

有効性
互換性
③

公共性
公益性
①

公共性
公益性
②

公共性
公益性
③

有効性
互換性
①

有効性
利用度
①

有効性
利用度
③

行政以外に
サービスを提供する
民間事業者等の
存在を確認し、
民間参入の

可能性はどうか。

市が施策を推進する
にあたって、市が自ら
運営主体として関与
しなければならない
施設かどうか。

法律等により
設置が義務づけ
られているか。

利用圏域の
中で、同種、
類似の施設は
存在するか。
（県施設、民間
施設も含む。）

市有
or

他官公庁
or
民間

利用圏域の
中で、同種、
類似の施設は
存在するか。
（県施設、民間
施設も含む。）

市有
or

他官公庁
or
民間

対象施設

補助金などの
代替施策で
対応できる
ものか。

今日的な視点から、
設置目的の意義が
低下していないか。

利用実態が
設置目的に即した
ものとなって
いるか。

サービス内容が
設置目的に
即したものに
なっているか。

当該施設の
利用実態から、
利用圏域は
どうか。

前年度までの
過去3年間の
利用者数の
推移はどうか。

今後の人口減少
社会にあって、
利用者数の

見込みはどうか。

利用圏域の
中で、同種、
類似の施設は
存在するか。

（県施設、民間施
設も含む。）

市有
or

他官公庁
or
民間

対象施設

1 消防本部・中央消防署 可能性はない
関与する必要性が高

い
設置が義務付けら

れている
存在しない 存在しない 対応不可 低下していない

設置目的に即して
いる

設置目的に即し
ている

40 準広域 非該当 非該当 存在しない

2 東消防署 可能性はない
関与する必要性が高

い
設置が義務付けら

れている
存在しない 存在しない 対応不可 低下していない

設置目的に即して
いる

設置目的に即し
ている

47 準広域 非該当 非該当 存在しない

3 西消防署 可能性はない
関与する必要性が高

い
設置が義務付けら

れている
存在しない 存在しない 対応不可 低下していない

設置目的に即して
いる

設置目的に即し
ている

2 準広域 非該当 非該当 存在しない

4 北消防署 可能性はない
関与する必要性が高

い
設置が義務付けら

れている
存在しない 存在しない 対応不可 低下していない

設置目的に即して
いる

設置目的に即し
ている

43 準広域 非該当 非該当 存在しない

5 西消防署西部出張所 可能性はない
関与する必要性が高

い
設置が義務付けら

れている
存在しない 存在しない 対応不可 低下していない

設置目的に即して
いる

設置目的に即し
ている

10 地域 非該当 非該当 存在しない

6 北消防署北部出張所 可能性はない
関与する必要性が高

い
設置が義務付けら

れている
存在しない 存在しない 対応不可 低下していない

設置目的に即して
いる

設置目的に即し
ている

12 地域 非該当 非該当 存在しない

7 化学消火剤備蓄倉庫 可能性はない
関与する必要性が高

い
設置が義務付けら

れている
存在しない 存在しない 対応不可 低下していない

設置目的に即して
いる

設置目的に即し
ている

42 地域 非該当 非該当 存在しない

(1)-1
・民間によるサービス提供の事例がある

(1)-2
・市内に同様のサービスを提供する国県の施設がある
・周辺自治体で、周南市からアクセスの良い場所に同様のサービス
を提供する公共施設がある

有効性
互換性
②

有効性
互換性
②

評価結果評価結果

建築
経過
年数

（R4.4.1時
点）

(2)-1
施設本来の目的が達成されている、施設整備当時と状況が変化している

(2)-2
・施設の利用が少ない、利用者・対象者の減少が見込まれる
・同種施設が複数配置されている

有効性
互換性
②

評価結果評価結果

施設名
項
番

（１）サービス主体の適正化 （２）サービス水準の適正化

有効性
利用度
①

有効性
利用度
③

代替性
民間参入

②

効率性
コスト
①

効率性
コスト
②

効率性
コスト
③

前年度までの
過去3年間の
利用者数の
推移はどうか。

今後の人口減少
社会にあって、
利用者数の

見込みはどうか。

施設運営に
民間事業者等の
ノウハウの活用が
期待できるか。

前年度までの
過去3年間の
利用者1人
当たりの

コストの推移は
どうか。

前年度の
利用者1人
当たりの

コストはどうか。

前年度の収入と
支出の状況から、
受益者負担の
割合の妥当性は

どうか。
※公の施設のみ回答

1 消防本部・中央消防署 40 40 非該当 非該当 3,322.12 40 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

2 東消防署 47 47 非該当 非該当 1,222.33 47 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

3 西消防署 2 2 非該当 非該当 1,996.61 2 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

4 北消防署 43 43 非該当 非該当 553.54 43 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

5 西消防署西部出張所 10 10 非該当 非該当 497.95 10 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

6 北消防署北部出張所 12 12 非該当 非該当 668.30 12 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

7 化学消火剤備蓄倉庫 42 42 非該当 非該当 179.49 42 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

建築
経過
年数

（R4.4.1時
点）

延床
面積

(m2)

評価結果評価結果

Ｉ
：
転
用

建築
経過
年数

（R4.4.1時
点）

評価結果
貸館の

稼働率等を
入力

同地域内で、
施設分類が

異なるが同様の
サービスを
提供している

施設が複数ある。
※あれば○

サービス集約の
メリット

(メリットあり
or

空欄）

(３)-3
・施設が比較的新しくスペースに余裕がある

評価結果 評価結果

建築
経過
年数

（R4.4.1時
点）

民
活
の
拡
大

Ａ
：
統
廃
合

Ｇ
：
共
同
利
用

Ｂ
：
複
合
化

（
集
約
化

）

C
：
複
合
化

（
共
用
化

）

Ｄ
：
多
目
的
化

Ｅ
：
継
続
利
用

（
現
状
維
持

）

Ｆ
：
継
続
利
用

（
規
模
縮
小

）

Ｋ
：
地
域
移
譲

Ｊ
：
民
間
譲
渡

施設名
項
番

（４）事業手法の適正化（３）サービス配置の適正化 検討結果一覧表

一次評価結果

(３)-2
・施設分類が異なるほかの施設で、同様のサービスを提供
している
・同様の建物やスペースを利用して目的や内容が異なる
サービスを提供している

(４)-1
・公共施設に係るコストが増加傾向にある等、コスト効率が悪いと判断される
・市が直接運営する必要は無く、民間参入が可能であり、その効果が期待できるか

受
益
者
負
担
の
見
直
し

(３)-1
・複数のサービスを集約することで施設の
魅力向上が期待される（利用者が共通、提
供サービスに関連性がある、世代間の交
流が生まれる、他地域との交流が生まれ
る　など）

Ｈ
：
廃
止
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